
はしがき

　本書は、納税者が国税不服審判所に対して行う審査請求に関して解説を行ったも

のです。

　本書を執筆することとしたのは、我が国においてはもっと多くの審査請求があっ

ても何らおかしくないと常々考えていたこと、審査請求についても何が行われてい

るのかということが外部から分かるようにするべきであると常々感じていたこと、

そして、そのような中、本書第５部で紹介する事案について請求人等から書籍への

掲載の承諾が得られたこと、この三つが主な理由です。

　しかし、私一人では、十分な充実した内容の書籍を書き上げることが難しいこと

は明らかでしたので、国税職員として国税審判官を務めた経験も持っておられる税

理士の木上律子さん、公認会計士・税理士で名古屋国税不服審判所及び東京国税

不服審判所において国税審判官を務めた経験を持っておられる霞晴久さん、そして、

税務訴訟のみならず行政事件訴訟まで精力的に広く取り組んでこられた弁護士の手

塚崇史さんの３人に声を掛けさせていただき、本書を発刊することができることと

なりました。

　本書は第１部から第６部までで構成されていますが、これらの各部は、読者の皆

様方のそれぞれのニーズに合わせて、いずれかの部だけを読んでいただくというこ

とでもよいものとなっています。

　第１部は、この４人の著者による審査請求等に関する談話と議論となっています。

　第１部の著者による談論においては、その目次を見ていただくと分かるとおり、

我が国の国税の審査請求制度に関する話題を中心に税務訴訟に関する話題なども

含めて、各著者がさまざまな観点から意見を述べています。

　この談論の中では、これまでどこでも語られてこなかったことが数多く語られて



いますので、読まれた方々には、必ず、「多くの新たな気付きを得た」等の感想を

持っていただけるものと考えています。

　一般に、対談等は、無難なことしか言わなかったり、お互いの褒め合いに終始し

たりして、読む側からすると、“物足りない”という読後感を持つものが少なくあり

ませんので、この第１部の談論においては、そういうことにならないように、でき

るだけ難が無いことだけを言うのではなく難が有ることも積極的に言い、また、お

互いに意見を戦わせて緊張感のある遣取りを続けることなどを心掛けて行いました。

このため、読者の皆様方には、最後まで興味を失うことなく読み切っていただける

のではないかと思っています。

　この第１部の談論は、各著者が第２部から第６部までを書くに当たってどのよう

なことを考えていたのかということを窺い知ることができるものともなっています。

　第２部は霞さんに担当していただきました。

　第２部は、国税不服審判所が公表しているパンフレット等も用いながら、国税の

審査請求制度について、分かり易く説明をしたものとなっています。

　さらに、パンフレット等に記載されていることに止まらず、実務において参考と

なる事項も解説したものとなっています。

　このため、この第２部は、特に、審査請求をすることを検討してみたいという

方々に、有益な情報を提供するものとなっています。

　この第２部を読んで頂くと、国税の審査請求は、多くの方々が思っているよりも

ハードルが高くないということを理解していただけるものと考えています。

　第３部と第４部は手塚さんに担当していただきました。

　第３部は、国税不服審査制度について、その元となった行政不服審査制度と根拠

条文を比較することによって、より一層、深く理解できるようにしたものです。

　国税不服審査制度は、行政不服審査制度に倣ったものが多いわけですが、行政不

服審査制度にあるものが国税不服審査制度に無かったり、また、行政不服審査制度

に無いものが国税不服審査制度に有ったりするということなどが明確に分かり、第

３部は、国税不服審査制度の理解を深めるために非常に有益なものとなっています。

　私も、第３部の原稿を読んでみて、国税不服審査制度において、何故、このよう

な仕組みとしたのかなと疑問に思ったり、また、行政不服審査制度との違いの説明

に納得したりしたところが何か所かありました。

　第４部は、行政文書と行政庁が保有する個人情報の開示請求制度の概要を説明

したものです。次の第５部でご紹介する審査請求事案においても、数回、行政文書

の開示請求を行ったわけですが、国税不服審判所に対して行う審査請求においても、

行政文書と行政庁が保有する個人情報の開示請求制度を活用する方法がないかと

いうことを探ることは、有益であると考えられますので、国税不服審判所に対して

行う審査請求において、できるだけ多く、これらの開示請求制度の利用を検討して

もらえるようにするという趣旨で、第４部を設けたところです。

　第５部は私が担当しました。

　第５部は、国税不服審判所に対する審査請求の実例を紹介するものとなっていま

す。

　審査請求の事例は、提出書面等の閲覧等も行うことができず、公表される裁決も

一部のみであったりするため、検討も十分に行い得ないというものが殆どとなって

います。訴訟に関しては、外部からも、いつ、誰が何をして、その結果がどうなっ

たのか、ということがかなり明確に分かるわけですが、審査請求に関しては、その

ようにはなっていません。

　このように、審査請求が外部からは非常に分かりにくいという状態にあることが

審査請求がなかなか増えない大きな原因の一つとなっていることは、間違いありま

せん。

　このため、かねてより、審査請求の一連の過程を広く納税者や税理士・弁護士等

に知ってもらえるようにする機会がないかと考えていたのですが、第５部で紹介す

る審査請求で、幸運にも、請求人であるＨＤホールディングス社及び同社の代表者

である明田進氏並びに同社の顧問税理士である長谷川裕昭氏から、実名を含めて、

審査請求の過程を書籍に掲載することについて、快く承諾をして頂くことができま



した。その結果、第５部において、審査請求の実例を詳細に紹介させていただくこ

とができることとなりました。ＨＤホールディングス社及び明田進氏並びに長谷川

裕昭氏には、心より感謝する次第です。

　他の審査請求に関する書籍等を見ても、この実例のように実際の審査請求につい

て最初から最後まで詳細に明らかにしたものは、どこにも見当たりませんので、こ

の実例は、審査請求を検討するケースや現に審査請求を行っているケースなどにお

いては勿論のこと、審査請求について勉強をしたり研究をしたりする場合にも、参

考としてもらえるところが少なくないはずであると考えています。

　この実例は、請求棄却となりましたが、それによって、国税不服審判所の審査の

実態や課題をより一層深く知ることができましたので、この実例が請求棄却となっ

たことは、決して無駄ではなかったと考えています。

　読者の皆様方も、第５部第３章14の「裁決の検証」の記述を読んでいただくと、

国税不服審判所に大きな課題があるということを具体的かつ詳細に確認していただ

けるはずです。

　この実例は、現在、東京地裁に提訴する準備が進められているところですので、

２、３年後には、この裁決が正しかったのか否かということが裁判所によって判断

されることになります。

　ところで、第５部と次の第６部に関しましては、ＱＲコードで確認していただく

こととして紙数を少なくしているところがあることに、ご理解を賜りたく存じます。

　第６部は木上さんに担当していただきました。

　第６部は、国税不服審判所における事件の審査事務手続を定めた審査事務提要

を用いて、国税不服審判所内における審査請求事件の処理について説明し、また、

納税者から不服申立てが行われた場合の原処分庁（税務署長又は国税局長。以下、同

じです。）の事務の実施手続等を定めた不服申立事務提要を用いて、審査請求事件

において原処分庁がどのように対応するのかということを説明するとともに、これ

らの事務提要の記載を補足する情報や実務上の留意点などを記載したものとなって

います。

　私も、第６部の原稿を読んでみて、過去に代理人として臨んだ審査請求に関し、

「あの時、これがそんなに大事なものだと知っていれば、もう少し慎重に確認した

んだがな…」、「あの時、そういうことがあると知っていれば、違う言い方をしたは

ずだがな…」などと、少し反省したところがありました。

国税の審査請求について解説をした書籍は、非常に少なく、私が確認した限りでは、

国税不服審判所と原処分庁の処理について、本書の第６部のように詳細に説明をし

たものは、見当たりません。

　以上のように、本書は、各部とも、類書にないものを記載したものとなっていま

すので、審査請求を行うことを検討したり現に審査請求を行っている納税者、審査

請求に携わる税理士・公認会計士・弁護士、審査請求について研究をしたり勉強を

したりする方々、そして、おそらく国税不服審判所において審査請求の審査に携わ

る審判官等にも、間違いなく、有益な情報等を提供することができるものとなって

いると考えています。

　また、日本税制研究所のホームページの本書の紹介欄の「著者コラム」に、審査

請求に関係のあるさまざまな話題が出てきた時に各著者の意見や情報などを載せる

こととしているということも、ここでお知らせしておきます。

　最後になりましたが、本書の刊行にご助力を賜りました丸善出版の皆様方に、厚

く御礼を申し上げます。

　

　令和７年３月

執筆者を代表して
日本税制研究所　代表理事

税理士　朝長 英樹
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１　はじめに

朝長　これまで、大変、ご苦労様でし
た。少し時間がかかってしまいまし
たが、この度、発刊の運びとなりま
した。
　　事前にお話をさせていただいてい
たとおり、本日、著者による談話と
議論をする場を設けさせていただき
ました。皆さんから忌憚のないご意
見を聞かせていただきたいと思って
おりますので、よろしくお願いしま
す。
　　最初に、本書の執筆に携わってこ
られて、どのような印象や感想を持
たれたか、ということからお聞きし
てみたいと思いますが、如何でしょ
うか。

霞　私は、2016年から2020年まで４年
間、任期付き国税審判官（特定任期

付職員）として審判所にお世話にな
りましたが、現在は2025年ですから、
その後の期間の方が長くなり、審判
所の記憶もやや薄れかけたところで
本書の執筆のお話を頂き、改めて審
判所の制度を調べ直したり、朝長先
生が関与された事件の進捗状況をお
聞きしたりして、私自身、「国税不
服審判所」の存在意義について、再
度、確認することができました。

朝長　なるほど。
手塚　私は、他の著者の方々のご経験
に基づいた記載が多数なされている
のを読んで、今後、審査請求をする
に際して多くの示唆を得ることがで
きたというように感じています。
　　また、審査請求に関する国税通則
法の条文について、その一般法であ
る行政不服審査法と対照しつつ検討
することができたので、その点から

　　■出席者（五十音順）■

　　　霞   晴久（公認会計士・税理士）

　　　木上 律子（税理士）

　　　手塚 崇史（弁護士）

　（進行）朝長 英樹（日本税制研究所…代表理事・税理士）
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いた説明資料に基づいてお話をさせ
ていただいたことがあるのですが、
その際に、参加された方々の多くが
強く反応されていたのは、令和６年
４月11日の口頭意見陳述において請
求人側から提出した「説明資料」の
中で述べた「最初に、納税者の立場
が弱いところで国税当局に都合のよ
いように条文の解釈適用の改変が行
われ、その後、悪貨が良貨を駆逐す
るかの如く、それが他の裁決や判決
に波及していくという流れがあって、
その流れにおいても裁決が先行す
る」（387頁）という部分の話でした。
　　この部分は、第５部の事案の判断
に直接の影響があるわけではないの
ですが、過去に、我が国においては
そのような状態にあるということを
述べたものはありませんし、それを
実証的に示したというものも存在し
ませんので、参加者の方々から非常
に高く評価していただけたというこ
とです。
　　第５部の事案も、残念ながら、第
４章第２節３②（411頁）で書かせ
ていただいたとおり、そのような流
れがあるということを証明するもの
の一つとなってしまいました。

手塚　私も実際の事件について、裁決

に至るまでの過程を明らかにしてい
るところは、非常に価値があると感
じています。請求人のご理解・ご協
力が大きいというのはまったくもっ
て同感です。
　　もちろん、事案ごとに異なる点は
あるでしょうが、審査請求は裁判と
異なり非公開が原則ですので、通常
は知り得ない部分について知ること
ができる点は、今後の実務にも有用
だと思います。

木上　情報公開制度で収集した事務提
要を用いて説明するところはあまり
なかったのではないかと思えます。

朝長　そうですね。そのようなものは、
なかったように思います。
　ありがとうございます。

２　我が国の国税の審査請求制度の意
義

朝長　皆さんは、本書のテーマとなっ
ている我が国の国税の審査請求制度
には、どのような意義があると考え
ておられますか？

霞　私の印象ということで申し上げる
と、「国税不服審判所」は、原処分
と訴訟の間を繋ぐ非常に重要なポジ

も認識が深まりました。
木上　私は、2020年に国税職員を定年
退官しましたので、現状は承知して
おりませんけれど、「国税不服審判
所」は公正な第三者的立場で審理を
していると思っています。そして、
朝長先生が関与された事件の進捗状
況等をお聞きしたりしますと、審判
所が公正な第三者的立場であると請
求人の側から理解されることの難し
さも感じました。

朝長　そうですね。第５部でご紹介し
た事案の処理を見ると、審判所は本
当に中立公平なのかと思ってしまい
ますよね…。
　　感想ということで言いますと、私
も、本書の執筆に携わってみて、私
自身が新たに気付かされたことがた
くさんありますし、本書が読者の
方々に「参考になった」と言って頂
けるものになっているように感じら
れますので、やってよかったなと感
じているところです。
　　本書には類書と言い得るものが見
当たらないということは、既に皆さ
んも気付いておられると思いますが、
皆さんは、もう少し具体的に、「本
書の優れたところはどこか？」と尋
ねられたとしたら、どのように答え

られますか？
霞　この本の優れたところは、やはり、
実際の事件について、審査請求の時
系列に沿って現実に審判所との間で
遣り取りした文書や面談の内容等が
明らかにされた点にあると思います。
　　裁決書は、全部ではないものの、
一部が公開されているので、成果物
については、これまでも確認するこ
とができましたが、審査のプロセス
の実際のものについては、関係者以
外にとって、ブラックボックスでし
た。本書に書かれていることは、今
後、審査請求にトライしてみようと
する方々にとって、この上もない情
報です。これから審査請求人になる
方々にとって有用であることは、言
うまでもありません。
　　これも、ひとえに本件の請求人の
ご理解とご協力の賜物である思いま
す。

朝長　そうですね。私も、請求人や顧
問税理士の先生には、大変、感謝し
ているところです。
　　この第５部でご紹介した事案につ
いて、少し補足させていただきます
と、裁決が出される前に、何度か講
師として具体的な名称等は書かずに
ポイントとなる部分の内容だけを書
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に提出しなかつたこと」とされてい
たわけですが、同月の大蔵省主税局
の職員の解説においても、同年４月
の国税庁の職員の解説においても、
「誠実な申告」を求めるものである
と説明されていますし、また、同年
９月に発遣された法人税基本通達に
おける同号の解釈においても、「期
限後申告を常習とする場合」に承認
を取り消すとされています。現在の
法人税法127条１項４号が青色申告
の承認の取消しの「手続」を定めた
ものであって機械的に適用されるべ
き規定であるということであれば、
このような説明が行われたり、この
ような解釈通達が定められたりする
ことはなく、単に、「…申告書をそ
の提出期限内に提出しなかつた」と
いう場合には青色申告の承認が取り
消される、という解説が行われるだ
けとなります。
　　要するに、法人税法127条１項４
号は、申告書を提出期限内に提出し
なければならないということを知っ
ていながら申告書を提出期限内に提
出しなかったというものについて青
色申告の承認を取り消すこととする
という趣旨で設けられた規定であっ
て、間違って申告書を提出期限内に

提出しなかったというものについて、
機械的に、手続きに瑕疵があるとし
て、青色申告の承認を取り消すこと
とするという趣旨で設けられた規定
ではない、ということです。
　　このため、私は、霞さんにご紹介
いただいた事件については、今、お
聞きした限りで印象を述べさせてい
ただくと、請求棄却という裁決をし
たことには疑問があると感じます。

霞　私自身、今回第５部の事件に多少
なりとも関わらせていただいて、改
めて制度創設当時の趣旨を理解した
次第です。

手塚　審査請求前置主義は処分が大量
に行われるため裁判所の負担が大き
くなること、処分に専門技術的な性
質があること、審査請求による裁決
が第三者機関によって行われ、公正
かつ簡易迅速な救済に資すること、
といったことが趣旨として説明され
ますが、まさにこのような意義を
持った制度として意義があると言い
たいと考えています。
　　ただ、先程も朝長先生が言われた
ように、今回の件では疑義がありま
すが。

木上　私は、国税の審査請求制度は、
裁判所の訴訟制度とは異なるところ、

ションにあり、納税者にとっても、
また、審判事務に従事する任期付き
及び国税出身の職員にとっても、そ
の制度は、有用な優れたものである
と感じています。
　　納税者の手続的ミスで、２期連続
して期限後申告となって青色申告の
承認を取り消されたという事件があ
りましたが、２期連続して期限後申
告となったという事実は動かしよう
がなく、また、このような場合に救
済する手段もないことから、請求棄
却となりました。
　　このような手続的瑕疵については、
審判所の段階で国税組織の最終判断
を明示するのが肝要であり、このよ
うなものまでいちいち裁判所に持ち
込まれてしまえば、裁判所がパンク
するのは必然といえます。
　　あくまで個人的な印象ですが、審
判所に持ち込まれる審査請求事件の
うち、単純な手続ミスに起因するも
のは、全体の２割程度はあるのでは
ないかと思います。
　　このような状況を見るにつけ、い
わゆる「不服申立前置主義」が重要
であり、前さばきで、ある程度振り
分けるという点に、審判所の存在意
義があるものと考えています。

朝長　今、霞さんにご紹介いただいた
青色申告の承認の取消しの事案に関
しては、その根拠条文は、本書第５
部の事案と同様に、法人税法127条
１項４号となるわけですが、法人税
法は、「手続法」ではなく、「実体
法」ですし、同号についても、「手
続」を定めた規定であって機械的に
解釈して適用するべきであると捉え
るのは、適当ではないと思われます。
　　青色申告の制度は、納税者が正確
な記帳と誠実な申告を行う慣行を醸
成し、国税当局は納税者が行った記
帳と申告を尊重するという制度です
から、その制度の性質上、その承認
の取消しについては、機械的に行う
ということにはなりません。これに
対し、租税特別措置法上の特例など
は、宥恕規定がない限り、手続き等
に瑕疵があれば、理由の如何にかか
わらず、機械的に、その適用を否認
する、ということになります。
　　このような違いは、それぞれの制
度の性質上、当然のことであって、
「立法の常識」であり、「解釈の常
識」でもあります。
　　昭和25年３月に、現在の法人税法
127条１項４号が制定された時には、
同号は「…申告書をその提出期限内
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れているのではないでしょうか。不
服審査について、審判所ではなく、
国税当局の異議審査のみでというご
意見は、現状の制度の軌道修正とい
うより大きな制度改正のように思え
ます。

３　我が国の現在の国税の審査請求制
度の課題

朝長　次に、審査請求制度の課題につ
いて話をしてみたいと思いますが、
皆さんは、我が国の現在の国税の審
査請求制度には、どのような課題が
あると考えておられますか？

霞　朝長先生が指摘されている様々な
課題があることは承知していますが、
私からは、特に外部登用者（特定任
期付職員）の問題を指摘したいと思
います。
　　具体的には、後で詳しく述べます
が（後掲11）、税務の専門家が応募
しづらい状況があるということです。
　　審判所では、毎年、任期付き国税
審判官を集めて所長面談がありまし
たが、その席で「任期付き審判官の
応募が減っているが、今後どうした
らよいか？」という下問がありまし
た。

　　これについては、毎年、審判官募
集の広報を充実した方がよいという
程度の答しか出てこないのですが、
本当に、優秀な人材を多く集めたい
のであれば、審判官の給与を思い
切って引き上げる等の抜本的な改革
をしないと、何も変わらないような
気がします。

朝長　私も、その点は全く同感です。
　　外部登用の経験がある弁護士・会
計士・税理士の発言をネットで検索
してみると、「キャリアアップに
なった」という旨のことを述べてい
る人たちが見受けられますが、この
ような発言をするということは、そ
の人たちに「キャリア」が不足して
いるということを、自ら言っている
に等しいわけで、実態ということで
言えば、審判所には「キャリア」が
不足している人たちに「キャリア
アップ」をさせる機関になっている
という側面がある、ということです
よね。

手塚　私としては、せっかく、国税不
服審判所は、「違法」な処分のみな
らず、「不当」、すなわち、違法では
ないけれども納税者にとって酷であ
るというような処分についても、取
消しが可能ということになっている

つまり、当事者の主張立証の巧拙に
とらわれるのではなく、いわゆる職
権主義がとられ、争点主義的運営に
よって原処分全体の当否が判断され
るところに存在意義があるのではな
いかと思っています。

朝長　有り難うございます。
　　少し話題は変わりますが、アメリ
カも、ドイツも、我が国の国税不服
審判所と同様のものを税専門の裁判
所に昇格させて現在に至っており、
これは、我が国の国税不服審判所に
おいて取り扱っているようなものに
ついて、本来は、税専門の裁判所で
取り扱うべきであるという判断がな
されたということを意味するわけで
すが、皆さんは、このようなアメリ
カやドイツの動きに関しては、どの
ように考えておられますか？

手塚　東京地裁では行政事件専門部が
３部設けられており、それ以外の大
阪地裁や名古屋地裁では行政事件集
中部が設けられるなどしています。
そのため、税専門の裁判所を設ける
ことは可能かとは思いますが、その
在り方は知財高裁のような形にする
などの工夫が必要だと思われます。
　　また、審査請求制度の趣旨との関
係からも検討が必要です。

　　ただ、行政事件専門部や集中部と
いっても、現状では、租税に関する
事件は審査請求段階でふるいにかけ
られているせいか、多くはなく、更
に納税者側も不服審判所と裁判所で
は心理的に感じるハードルも異なる
ように思いますので、利用者（納税
者）側の意識の問題もあるかもしれ
ません。

朝長　アメリカやドイツでは、国税当
局や請求人の手続的瑕疵などは、国
税当局に対する異議申立（我が国の
現在の「再調査の請求」に相当する
もの）の段階でほとんどの処理が済
む状態になっているのではないで
しょうか。
　　現在の再調査制度が「再調査」で
はなく国税当局の処分と請求人の請
求の両方に関する審査を行う「異議
審査」に重点を置くというように、
少し軌道修正をするだけで、その両
方の中のふるい落とされるべきもの
の多くがふるい落とされるというこ
とになるのではないでしょうか。ふ
るいにかけるのは一度にして、国税
当局の異議審査でやるというように
してもよいのではないでしょうかね。

木上　現在の再調査制度においても、
ご指摘のような「異議審査」は行わ
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　　請求人は、自らが所有していた米
国法人が事業分割（スピンオフ）を
して２社の独立した法人となったこ
とにより、新たに事業を承継した法
人２社の株式を取得することとなり
ました。請求人は、この２社の株式
について、分割の前後において株式
の価値の総額に増減がないこと、そ
して、この２社の株主が米国で非課
税とされていたことから、この２社
の株式の取得について、我が国で所
得税の申告をしませんでした。
　　しかし、原処分庁は、この２社の
株式の取得が剰余金の配当（所法
24）に当たるなどとして、所得税等
の更正処分をしました。
　　これに対し、請求人がその更正処
分の取消しを求めて審査請求をしま
した。
　　主な争点は、米国のスピンオフ制
度が我が国の税法上の分割型分割に
該当するか否かでした。
　　仮に分割型分割に該当すれば、２
社の株式の取得はみなし配当（所法
25）に該当します。
　　公表された裁決では、次のように
法令を解しています。

　　「…　法人税法にいう分割は、我が

国の会社法に準拠して行われる
分割に限られず、外国の法令に
準拠して行われる法律行為で
あっても、我が国の会社法上の
分割に相当する法的効果を具備
し、我が国の会社法上の分割に
相当するものと認められる場合
には、法人税法上の分割に該当
するものとして取り扱って差し
支えない」

　　そして、本件の分割について、次
のように認定しています。

　　「…　我が国の会社法上の分割では、
分割の対象とされた分割会社の
権利義務は、事業譲渡（中略）
の場合のように個別に承継・移
転されるのではなく、吸収分割
契約又は新設分割計画により、
承継会社又は新設会社に一括し
て承継されるという一般承継の
法的効果が付与される（上記に
いう『一般承継』とは、法令上、
ある者が他の者の権利義務の全
てを一体として受け継ぎ、法律
上その権利義務に関して他の者
と同じ地位に立つことをいい、
『包括承継』ともいう。）。他方、

のですから、そのような取扱いがも
う少しあってもよいのではないかと
感じています。
　　税法の規定には裁量的な規定がな
いというようなことも言われますが、
例えば、重加算税における仮装・隠
ぺいや、租税回避否認規定にある
「不当に減少」といった評価的な要
件が定められているものについては、
「不当」ということで取消しという
ことがあってもよいように感じます。
「不当」ということで取消しをした
という事案が遥か昔に３件ほどあっ
た、ということを聞いたことがあり
ます。

朝長　「正当」や「不当」という用語
を用いた条文もあるわけですが、そ
のような用語を用いていない条文の
解釈適用に関しても、「正当」や
「不当」という判断があってもよい
ものがあり、そのようなものについ
ては、審判所においても、「正当」
や「不当」ということで判断をして
よいのではないかということですね。
　　木上さんは、どのように考えてい
ますか？

木上　課題といっても多方面にわたる
ようで、一概には言えないように思
えます。

　　審判所では、１年以内の処理件数
割合を実績の評価の指標の一つとし
ていることもあって、事件によって
は、担当審判官等の負担感が大きく
なってしまうものもあるかもしれま
せんので、審理手続の進行につきま
して、審理関係人（請求人、参加人
及び原処分庁）との相互の協力も課
題の一つとして挙げられるようにも
思えます。

朝長　なるほど。それは、やり方次第
ですぐにでも解決可能な課題のよう
に思われますね。
　　有り難うございます。

４　これまで携わってきた審査請求事
案で参考となりそうなもの

朝長　皆さんは、これまで、さまざま
な形で審査請求に携わってこられた
わけですが、これまで皆さんが携
わってこられた審査請求事案で、参
考となりそうなものがあれば、ご紹
介いただきたいのですが、如何で
しょうか？

霞　参考となるかどうかは分かりませ
んが、公表裁決となったものの中で、
印象に残っているもの…をご紹介し
たいと思います。
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対して、●●●が使用する鉄塔等の
耐用年数を21年とする解釈を示し、
かつ、原告がこれを信頼して本件各
更正事業年度の法人税について税務
申告をした事実が認められたとして
も、原告は課税当局の一職員が示し
た法規解釈に依拠したにすぎないと
いうべきであるし、上記②について
も、仮に、原告が主張するとおりの
事実が認められたとしても、それを
もって課税当局が本件各鉄塔等の耐
用年数を21年とすることについて積
極的な承認をしたものと評価するこ
とはできない。その他、本件各鉄塔
等が『その他の線路設備』に該当す
る旨の原告の主張が判例や租税官庁
の見解等に裏付けられているもので
はないことも踏まえれば、本件にお
いて真に納税者の責めに帰すること
のできない客観的な事情があるとい
うことはできず、通則法65条４項所
定の『正当な理由』があるとはいえ
ない。」と判断しています。
　　一方、審判所は、平成25年10月10
日裁決において、本来は課税取引で
ある役務提供を非課税取引に該当す
るものとして消費税の申告がなされ
ていた事案において、過去の税務調
査で、当該役務提供が非課税取引に

該当することを前提として課税売上
割合を計算したメモが交付されたこ
とや、当該役務提供取引が非課税取
引に該当することを前提とした減額
更正処分がなされたことから、審査
請求人が、その後も当該役務提供が
非課税取引に該当すると信頼して、
誤った処理を継続していたことには
無理からぬ面があるとして、「正当
な理由」があったと認めています。
　　また、平成15年２月20日裁決でも、
納税者がある事業年度において本来
損金算入できない積立金（砕石災害
防止準備金）を保険料として損金算
入していた事案において、当該事業
年度以前に税務調査を行った担当職
員が、当該保険料の損金算入につい
て問題を指摘し、その適否を検討し
たにもかかわらず、法令の規定を誤
解し、何ら指導をしなかったことが
推認されることから、当該納税者が
当該保険料を是認されたものとして
その後も当該経理処理を継続したこ
とには無理からぬ事情が認められ、
加算税を課することが酷な場合に該
当するとして、「正当な理由」が
あったと認めるなどしています。

朝長　なるほど。
　　私が経験したケースをご紹介させ

米国においては、（中略）権利義
務の一般承継を特徴とする会社
分割制度は存在しない。すなわ
ち、我が国の会社法上の分割が、
上記のとおり、法的効果として
の権利義務の一般承継をその本
質的要素とするのに対し、本件
事業分割はかかる要素を欠いて
おり、この点において、本件事
業分割は、我が国の会社法上の
分割に相当する法的効果を具備
するものとはいえない」

　　このような法令解釈と事実認定に
基づき、本件における分割は分割型
分割に該当しないと判断しました。

朝長　その裁決の判断は、誤っている
と思いますね。
　　例えば、イギリスには、合併が法
制として存在しませんので、営業の
全部譲渡と清算という二つの手続き
で合併と同じ効果を生じさせるとい
うことが行われており、それについ
て、我が国の法人税法では、合併と
捉えて、株主の課税関係を被合併法
人の株主と同様に取り扱っています。
　　組織再編成税制を創設した平成13
年にも、そのようにすることを予定
して制度設計と条文作成を行いまし

た。
　　ですから、その裁決の判断は誤っ
ていることが明確であると言ってよ
いと思います。

手塚　私自身が関与した事案ではない
のですが、何となく加算税に関して
は審判所の方が裁判所に比べて納税
者に優しいような印象を受けること
があります。感覚論で恐縮なのです
が。
　　例えば、東京地裁平成31年１月18
日判決では、納税者が携帯電話通信
の用に供する鉄塔等の耐用年数を21
年として減価償却費の計算をして申
告をしていたところ、当該鉄塔等の
耐用年数は42年であるとして更正処
分等がなされた事案において、原告
が予備的に「①●●●に対し平成６
年10月以降に行われた広島国税局に
よる税務調査の際に●●●が同国税
局調査管理課から得た回答及び②原
告が設立以来約30年間鉄塔等の耐用
年数を21年とすることについて課税
当局から指導等を受けたことがない
ことを理由として、「正当な理由」
がある旨主張したのですが、裁判所
は、「仮に、原告が示す証拠のとお
り、広島国税局調査管理課の職員
（主査）が、平成７年に、●●●に
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損失を認容しない理由について、債
務者が死亡して相続人がいないにも
かかわらず、調査官が債務者に会っ
て返済する旨を確認したとか、債務
者が刑務所で服役しているにもかか
わらず、調査官が債務者に会って財
産があることを確認したとか、債務
者が蕎麦屋でアルバイトをやって僅
かな給料でやっと家族を養っている
という状態にあるにもかかわらず、
「アルバイトを」というところを抜
いて「蕎麦屋をやっている」と書い
て返済できると書いていたりするな
ど、文字どおり、“嘘八百”のことが
延々と並べたてられていました。Ａ
氏は、「私たちには、悪いことはす
るなと言っておきながら、自分たち
はこんなことをやるんですね！」と
言って、大変驚いていましたが、私
は、あまり驚いたということはあり
ませんでした。それは何故かという
と、調査官が調査の終わり頃に、Ａ
氏に対して「立場があるので、裁判
はどうですかねえ…？」と探りを入
れ、Ａ氏は「裁判はできません」と
正直に答えた場面があったからです。
　　しかし、私は、その後の審査請求
における審判所の対応には、かなり
驚きました。

　　私が代理人となって貸倒損失を認
容するべきであるという審査請求を
行ったのですが、審判所からは、一
度だけ、電話でＡ氏に対して一部の
貸倒れについて追加資料の依頼が
あっただけで、請求人面談もなく
（請求人面談がなかったため、Ａ氏
も私も、審判官と顔を合わせたこと
がありません。）、暫く経ってから、
請求を棄却するという裁決書の写し
が送られてきただけでした。その裁
決書には、異議決定の理由に書かれ
ていたことよりも、なお一層、明ら
かに“嘘八百”としか言いようがない
ことが書き連ねられていました。裁
決書では、70数件の貸付金の債務者
の全てについて「確認した」と書か
れていましたが、その債務者の中に
は、死んだ人もいれば、刑務所で服
役している人もいれば、行方不明に
なった人達もいますので、そもそも
全員について「確認」をするなどと
いうことができるはずがありません。
私は、Ａ氏に、所在等が確認できる
全ての債務者について、審判所から
何か聞かれたかということを確認し
てもらいましたが、全員、「何も聞
かれていない」という回答であった
とのことでした。念のために、私自

ていただきますと、私が国税の職場
を退職した後に代理人として初めて
審査請求を行った事案は、ある地方
の国税局の資料調査課が無予告で調
査に入って課税を行ったものでした。
　　私は、調査の途中から代理人とな
るように依頼されました。調査の対
象となったのは、皆さんも「あぁ、
あの人か！」と言うと思われる方
（以下「Ａ氏」といいます。）ですが、
無申告の貸金を行っており、それが
調査の対象となっていました。私が
関与した時点では、調査官も無予告
の現況調査で決定的なものが把握さ
れなかったため、調査が膠着状態と
なっていましたが、私がＡ氏から聞
き取りをしてみると、事務員が過去
６年間の金利収入を記録したノート
を持っていることが分かりましたの
で、Ａ氏を説得し、そのノートを調
査官に提出してもらいました。
　　しかし、一方で、Ａ氏は、貸金を
行うことで得られる不動産等の情報
を利用することで大きな利益を上げ
るということを行っていましたので
（この利益は申告済みです。）、金利
収入を得ること自体はあまり重視し
ておらず、いわゆる“追い込み”とい
う強引な金利の取立ては行っていな

かったことから、貸金の利益自体は
あまり多くはなく、長期間、回収不
能となっているものが６年間で90件
ほどあるという状態となっていまし
た。このため、これらが貸倒損失と
認定できるのか否かということにつ
いて、Ａ氏に、所在等が確認できる
全ての債務者について、聞き取りを
行ってもらい、預金通帳の確認など
まで行ってもらうとともに、私自身
も、貸付金の額が大きい数人の債務
者と面談するなどして、間違いなく
貸倒損失と認定できるものだけを取
り出し、70数件の貸付金の明細、そ
れらが貸倒損失と認定できる理由を
詳しく書いた書面、そして、それら
の全件の証拠資料を調査官に提出し
ました。
　　そのような状況にありましたので、
私は、金利収入と貸倒損失の両方を
取り入れて更正処分が行われるもの
と思っていたのですが、蓋を開けて
みると、先のノートから集計した金
利収入だけを６年間にわたって課税
所得に加算し、70数件の貸倒損失に
ついては、全く認容せず６年もの間
に貸倒れが一件もなかったという、
信じ難い内容の更正処分となってい
ました。異議決定の理由には、貸倒
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ても、請求人側は、何度も、昭和25
年３月の大蔵省主税局の職員の解説、
同年４月の国税庁の職員の解説、同
年９月の旧法人税基本通達があると
いうことを述べて、昭和40年の大蔵
省主税局の職員のメモ、同年の国税
庁の会議資料なども具体的に示し、
法人税法127条１項４号は「誠実な
申告」を求める趣旨の規定であると
主張しており、青色申告の承認の取
消しに関しては、この主張が請求人
の主張の最も重要な柱となっている
わけですが、裁決は、このことには
全く何も言及していません。
　　また、無申告加算税に関しては、
請求人は、消費税の無申告加算税に
ついては取り消しながら法人税の無
申告加算税については取り消さな
かったり、親会社の地方法人税の無
申告加算税は取り消しながら子会社
３社の地方法人税の無申告加算税は
取り消さなかったりするというのは、
期限内申告書の提出がなかった事由
が同じであることからすると、明ら
かにおかしい、という主張をしてお
り、これが請求人の最も重要な主張
となっているわけですが、請求人が
このような主張をしていることが分
かる文章を争点の確認表に記載する

ように文書で依頼したにもかかわら
ず、裁決書の中に記載されている争
点の確認表を確認してみると、審判
所はこの文章を争点の確認表に記載
していません。
　　つまり、請求を棄却するという結
論が先にあって、その結論を導くの
に都合の悪いことには、全て知らん
ぷりをしている、ということです。

手塚　確かに、これはひどいですね。
　　審判所には、職権調査・職権探知
も認められていますからね。

身も、１名の債務者と面談をし、他
の１名の債務者に電話をして、事情
を確認しましたが、いずれも、「そ
のような人達は全く知らないし、連
絡を受けたこともない」ということ
でした。
　　おそらく、審判所は、国税局から
「これは裁判にならない」と言われ
て、このような裁決をしたものと思
われますが、「今どき、流石に、こ
れはないだろう！」というのが実感
でした。
　　そこで、この案件の３人の審判官
のうちの担当審判官について、国税
ＯＢの方々に、「どのような人か？」
ということを尋ねてみたのですが、
いずれも、「真面目な人だ」、「仕事
熱心な人だ」というような返事でし
た。
　　この事案で、私は、審判官が真面
目であるのか否かということや仕事
熱心であるのか否かということと、
その審判官が行ったことが正しいの
か否かということとは、はっきりと
分けて考えないといけないというこ
とを強く感じました。

霞　朝長先生のそのお話は、大変、驚
きですね！
　　私が審判所に在籍した４年間で、

請求却下となるもの以外で、最終的
に裁決書の交付に至った事案である
にもかかわらず請求人面談を一度も
しないなどというものを見聞きした
ことは、一度もありません。
　　そのお話の事件は、担当審判官の
個人的な能力・姿勢ということより、
何か審判所としての組織的な力学が
働いたもののような気がしてなりま
せん。

朝長　審判所が国税局から「これは裁
判にならない」と言われたことは間
違いないだろうと思っていますが、
審判所で何があったのかということ
は、全く分かりません。
　　当時、ある研究会で、ある大学の
教職にある国税ＯＢで審査請求の意
義を語る人に、この事件の話をした
ところ、下を向いて「それは…」と
言っていましたが、「それは」の後
は何を言っているのか聞き取れませ
んでした（笑）。
　　この事件は極端だとしても、私が
これまでに携わった審査請求の中で、
請求が棄却されたものには、請求を
棄却するのに都合の悪いことには全
く言及しないというものは、いくつ
かありますよ。
　　第５部で紹介している事案におい


